
構造改革特別区域計画 

 

１．構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

日進市 

 

２．構造改革特別区域の名称 

日進市子ども発達支援センター安心安全給食特区 

 

３．構造改革特別区域の範囲 

日進市の全域 

 

４．構造改革特別区域の特性 

日進市は、愛知県のほぼ中央部である尾張と三河の境に位置し、西は名古屋市東部、

東は豊田市、南は愛知郡東郷町、北は長久手市に隣接している。 

特に名古屋市に隣接しているという地理的条件から、昭和４０年代から丘陵地を中心

に住宅団地の開発が進み、住宅都市として発展してきた。その後昭和５３年に名古屋市

営地下鉄３号線が赤池駅まで開通し、翌年には日進・米野木駅の二駅を有する名鉄豊田

線が開通したことにより、名古屋市・豊田市方面の交通手段が良くなった。 

行政区域は、東西８．９ｋｍで面積は３４．９０ｋ㎡を有し、海抜３７ｍの日進市役

所を中心に、周囲を海抜５０ｍから１６０ｍの丘陵地により形成されている。 

また、市のほぼ中央部を天白川が東西に流れ、温暖な太平洋側気候を利用して、その

流域は水稲を中心とした米作地帯である。 

本市では、「いつまでも暮らしやすい みどりの住環境都市」をテーマにまちづくりが

進められており、市役所を中心とした市の交流拠点作りが進められている。 

また、天白川流域の米作地帯では、ＪＡを中心とした減農薬水稲作付けが行われてお

り、「食の安全」を意識した、安全安心な米づくりが行われており、都市化の進展が進む

中、住宅地に近いという市場条件を生かした「地産地消」も進んでいる。 

このようななか、本市保育園給食においても地元産の米穀を利用することをはじめ、

できる限り地元に近い地域で生産された食材を利用できるよう使用時期や発注内容に配

慮し、「地産地消」の理念を大切にしている。 

人口は、町制施行した昭和３３年１月には、人口１万人余りの純農村であったが、昭

和４０年代以降の宅地開発により、急激に人口が増加し、平成２年の国勢調査では、人

口は５万人を突破し、平成６年１０月１日より日進市としてスタートすることになった。 

その後人口の増加が進み、平成２３年度末では、男性４１，２９９人、女性４１，４

０２人、合計で８２，７０１人となっており、１５歳未満の児童については、１５，０

９７人であり、人口割合としては１８．２５％であり、少子高齢化が進む中、子どもを



含む若い世代の割合の高い市であるという特徴がある。 

また、人口の増加に伴い、発達障害を含む障害児童数は増加しており、療育を必要と

する児童数も増加しており、事業の受入定員の拡大や事業内容の充実等の保護者ニーズ

に対応するため、従来公立保育所の保育室において実施してきたものを、改正児童福祉

法第７条に規定する児童発達支援センター「子ども発達支援センターすくすく園」を整

備し、きめ細やかな療育事業を平成２４年４月より実施する予定である。 

このような状況において、厳しい財政事情の中、必要な人員を安定的な雇用形態で確

保し、きめ細やかな療育を提供していくためには、運営の合理化を図る必要があり、給

食を公立保育所から外部搬入を行うことにより、給食材料の一元購入、安定した給食供

給、保育園等への移行に向けた訓練、調理業務の効率化などが図られる。 

 

５．構造改革特別区域計画の意義 

本計画では、子ども発達支援センターすくすく園に、公立保育所の中部保育園で調理

した給食を外部搬入するものである。 

子ども発達支援センターすくすく園は通所定員４８名と小規模であり、給食の自園調

理を行なっている公立保育所で調理し外部搬入することにより、給食調理業務の効率

化・安定化及び経費節減が図られ、また食材の調達も一元化され、地元産農畜産物の使

用にも繋がり、ひいては「地産地消の推進」に寄与する。併せて、専門的な調理機器設

置等の費用が節減され、経費的および人的資源を児童発達支援センター調理業務に求め

られている食育推進にも充てることが可能となり、療育事業の充実に寄与する。 

 

６．構造改革特別区域計画の目標 

本市では保育園児と同様に通園児に対しても、米飯を中心とした給食の献立を検討し

ており、幼児期から安全な食を選ぶ力を身につけさせ、食を通じた家族の形成、豊かな

人間性の育成を図ることを目的として「食育」を推進している。また市栄養士等による

給食献立検討会に当該施設の栄養士が参加することにより、通園児の発達段階に応じた

きめ細やかな給食の検討をおこなう。また、食物アレルギー児や身体に障害のある通園

児については栄養士の専門的な調理指導のもと、やわらかくしたり、きざみ食にするな

ど、柔軟に対応する。 

給食の外部搬入を実施することにより、食材を公立保育所において一元的に購入し、

調理することで経費を節減し、運営の効率化を図るとともに、調理に係る設備費の節減

を図り、節減された経費を障害の特性に応じた療育の実施など障害児福祉の充実に充て

る。 

 

７．構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

調理を集約して行うことにより、給食材料の一元購入を行い、人件費を除く調理業務



の経費の節減を図ることにより、栄養士や調理員の雇用の安定に繋がる。 

さらに、少量の購入では不可能であった地元産品の購入が可能となり、地元商店の振

興及び地域農業の活性化に寄与する。 

 

８．特定事業の名称 

９３９ 児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業 

 

 

 



別紙 

 

１ 特定事業の名称 

９３９ 児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業 

  

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  児童発達支援センター 

・子ども発達支援センターすくすく園 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

平成２４年４月１日 

 

４ 特定事業の内容 

特別区域内における児童発達支援センターの給食について、中部保育園にて給食調理

を実施し、外部搬入を行う。搬送は児童発達支援センターの調理員（２名）により行う。

配送時間は１５分ほどであるため、搬出開始から完了までは約２５分程度であり、搬出

開始から喫食までに要する時間は、普通食の場合約４０分程度である。 

  なお、きざみやアレルギー除去等障害特性への対応については、児童発達支援センタ

ー調理室にて行う。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

  児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の実施に当たっては、構造改革特

別区域における留意事項を遵守する。 

 

（１）環境整備 

当該規制の特例措置の適用を受けようとする児童発達支援センターの定員数、調理室、

搬送車両の状況については以下に示すとおりである。調理室は、保存、配膳、冷蔵・冷凍、

再加熱、離乳食、アレルギー除去食等通園児個々の特性に併せた対応を行うための必要な

調理機能を有する。また、搬送は二重保温食缶等を使用し、衛生的な管理のもとに給食を

運搬する。 

【子ども発達支援センターすくすく園の調理室の概要】 

面  積：３１㎡ 

職 員 数：管理栄養士 １名  調理員（食器洗浄）２名（業務委託） 

調理能力：１回当たり７０食 

調理器具：水切付シンク、ガステーブル、検食用冷凍庫、冷蔵庫、食器消毒保管庫、包丁

まな板殺菌庫、作業台４台（内２台戸棚付）、電子レンジ、電子炊飯器 



（２）通園児に応じた対応 

給食は昼食１回とし、通園児の発達段階に応じた味付け・固さ・大きさを工夫すると

ともに、通園児の障害の特性に併せた切砕等の加工を行う。また通園児の障害の特性に

よって、例えば麺をおかゆに切替えるなど、可能な範囲で、個別の対応を行う。 

食物アレルギー児については、年１回以上保護者から提出される医師の診断書の指示

内容に基づき、除去食（一部代替食）を提供する。体調不良児への対応は、一人一人の

子どもの体調を把握し、それぞれに応じて調理形態を工夫した食事と水分補給に配慮す

るなど、通園児の年齢や発達の段階、それぞれの障害の特性等に応じた食事の提供、ア

レルギーやアトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数

及び時期に適切に応じることができるよう、児童発達支援センターの栄養士が個別対応

マニュアル等により調理員に指示する。また、定期的に食事の様子を観察し、必要に応

じて保護者等との面接を行ない的確な対応を行う。 

給食の計画的運営及び評価として、月１回開催される保育所献立検討会に、児童発達

支援センターの栄養士が出席し、市保育園担当栄養士や市保育園担当保健師等と共に、

必要な栄養量の確保のみならず、季節や行事、価格、通園児に与える影響、情操面、調

理工程や保育士としての関わりなどについて多角的に検討する。 

また、検食については毎回園児に提供する前に園長が行うこととし、検食日誌として

記録を保管する。原材料及び調理済食品は検食用冷凍庫で２週間保存する。 

 

（３）衛生管理 

本市の公立保育所給食については、旧厚生省通知「大量調理施設衛生管理マニュアル」

をはじめ通知等の各種衛生基準を元に、「日進市保育園給食 衛生管理マニュアル」を定

め、食品の衛生管理及び安全な給食提供について万全を期している。また、保健所とは

衛生面について年１回の巡回監視指導をはじめ助言と指導を仰ぎ改善を図っている。栄

養面についても保健所の助言に従って運営を行っている。 

公立保育所からの運搬については、「保護施設等における調理業務の委託について（昭

和６２年３月９日社施第３８号）」において準拠されている「病院、診療所等の業務委託

について（平成５年２月１５日指大１４号）」第４の２の規定を遵守し、二重保温食缶や

冷凍ボックス等を使用し、搬送するとともに、献立によっては、再加熱するなど、衛生

面を十分考慮する。 

児童発達支援センター調理室では、ドライシステム運用を行って衛生管理を徹底して

いく。 

 

（４）委託契約の締結 

  特例措置による外部搬入については、搬入元と搬入先との間で、委託契約の締結が求

められている。本市の場合、本市公立保育所から、本市児童発達支援センターへの搬入



であるが、児童発達支援センターは、指定管理者である日進市社会福祉協議会により運

営することから、日進市と日進市社会福祉協議会との間で契約を締結する。 

  契約の締結においては、構造改革特別区域における「障害児施設における調理業務の

外部委託事業」について（平成１８年３月３１日障発第０３３１０１１号）の３の（３）

の規定を盛り込むとともに、通園児の障害状況を考慮し、医師等から栄養、食材等の制

限について情報を入手し、指導を受けて食材の選定や献立の作成、食事の加工が必要な

障害児への対応が行えるよう、栄養士及び調理員の配置を義務付ける。 

 

（５）食を通じた子どもの健全育成（食育） 

給食の提供および食を通じた子どもの健全育成（食育）については、日進市保育園食

育計画を基本とし、特に配慮が必要な場合は、個別の対応が可能なものについて、マニ

ュアルを作成し、実施していく。 

食事は基本的生活習慣のひとつと考えており、食べ方、姿勢、偏食については、無理

せずに個々の状況に応じて対応し、「楽しく食べる」ために言葉かけしていく。また、管

理栄養士による離乳食指導や食事指導を行なうなど、給食の提供だけでなく、給食を通

した育児支援も実施していく。また、行事食や古くから伝わる料理については、時期に

応じて積極的に献立に取り入れるとともに、そのいわれを子どもに話し伝えていく。ま

た食育を推進する観点から、地元で生産される米をはじめ近くの産地で生産された食品

をできる限り取り入れ、地産地消を図るとともに、通園児が安全にそして安心して食べ

られる給食とする。 

 

【配送計画】 

中部保育園～子ども発達支援センターすくすく園 

時刻 中部保育園 すくすく園 

午前８時３０分 昼食調理  

午前９時  炊飯（特別対応分） 

午前１０時４５分 中部保育園出発 食器準備 

午前１１時 調理室にて配膳、保育室へ運搬 

すくすく園調理室へ搬入 

必要に応じ、刻み等の個別対応 

調理室にて配膳、保育室へ運搬 

午後１２時 食器洗浄 

区域で区分し、午後おやつ調理 

食器洗浄 

食缶の搬出 

午後３時００分 食器・器具洗浄・清掃 

中部保育園 到着 

すくすく園より食缶の搬出 

午後３時３０分頃 終業 

午後４時４５分 終業  

 



●中部保育園調理室の概要（搬出元） 

面  積：１４０．５㎡ 

職 員 数：調理員５名（業務委託） 

調理能力：１回当たり３００食 

調理器具：ガス回転釜（２基）、ガステーブル、スチームコンベクションオーブン、貯湯

式湯沸器、立体炊飯器、消毒保管庫（２台）、食器洗浄機、検食用冷凍庫、冷凍

冷蔵庫(３台)、包丁まな板殺菌庫、球根皮剥機、高速度ミキサー、ガスフライヤ

ー、電子レンジ 

搬 送 先：子ども発達支援センターすくすく園 

 

【当該規制の特例措置の適用を受けようとする児童発達支援センター及び保育所の定員及

び調理食数】 

 

調理園 定員 職員等 調理食数 非調理園 定員 職員等 調理食数 

中部保育園 164 30 204 すくすく園 48 22 70 
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